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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月19日(2010.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
透明基材の少なくとも片面上に、カーボンナノチューブ１００本中５０本以上の割合で内
径が３ｎｍ以上のカーボンナノチューブが含まれ、かつ該内径３ｎｍ以上のカーボンナノ
チューブ１００本中に５０本以上の割合で、層数が単層から５層であるカーボンナノチュ
ーブを含有する層を形成してなる透明導電性フィルム。
【請求項２】
以下の性質をもつことを特徴とする請求項１に記載の透明導電性フィルム。
（１）表面抵抗が１０５Ω／ｓｑ．未満
（２）５５０ｎｍの波長の光透過率が以下の条件を満たす。
　　　透明導電性フィルムの光透過率／透明基材の光透過率＞０．８５
【請求項３】
以下の性質をもつことを特徴とする請求項１に記載の透明導電性フィルム。
（１）表面抵抗が１０５Ω／ｓｑ．以上１０６Ω／ｓｑ． 未満
（２）５５０ｎｍの波長の光透過率が以下の条件を満たす。
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　　　透明導電性フィルムの光透過率／透明基材の光透過率＞０．８８ 
【請求項４】
以下の性質をもつことを特徴とする請求項１に記載の透明導電性フィルム。
（１） 表面抵抗が１０６Ω／ｓｑ．以上１０７Ω／ｓｑ．未満
（２）５５０ｎｍの波長の光透過率が以下の条 件を満たす。
透明導電性フィルムの光透過率／透明基材の光透過率＞０．９１
【請求項５】
以下の性質をもつことを特徴とする請求項１に記載の透明導電性フィルム。
（１）表面抵抗が１０７Ω／ｓｑ．以上１０８Ω／ｓｑ． 未満
（２）５５０ｎｍの波長の光透過率が以下の条件を満たす。
　　　透明導電性フィルムの光透過率／透明基材の光透過率＞０．９３
【請求項６】
以下の性質をもつことを特徴とする請求項１に記載の透明導電性フィルム。
（１）表面抵抗が１０８Ω／ｓｑ． 以上１０１３Ω／ｓｑ．未満
（２）５５０ｎｍの波長の光透過率が以下の条件を満たす。
　　　透明導電性フィルムの光透過率／透明基材の光透過率＞０．９５ 
【請求項７】
前記内径が３ｎｍ以上のカーボンナノチューブが、内径３ｎｍ以上６ｎｍ以下のカーボン
ナノチューブであることを特徴とする請求項１～６のいずれか記載の透明導電フィルム。
【請求項８】
前記内径３ｎｍ以上のカーボンナノチューブ１００本中に５０本以上の割合で、層数が２
層から５層であるカーボンナノチューブを含有することを特徴とする請求項１～７のいず
れか記載の透明導電フィルム。
【請求項９】
カーボンナノチューブが表面に露出してなる請求項１～６のいずれか記載の透明導電性フ
ィルム。
【請求項１０】
基材に２０ｍｇ／ｍ２以上のカーボンナノチューブ塗布量でロールコーティングすること
により請求項１～９のいずれか記載の透明導電フィルムを製造することができる、カーボ
ンナノチューブを含有してなる液。
【請求項１１】
以下の条件を満たす、カーボンナノチューブを含有してなる液。
（１）カーボンナノ チューブ含有量が、液中０．０１重量％以上である。
（２）１日放置した際の沈降するカーボンナノチューブ量が液全体に含まれるカーボンナ
ノチューブの５重量％以下である。
（３）カーボンナノチューブ１００本中、内径３ｎｍ以上のカーボンナノチューブを５０
本以上含有する。
（４）前記内径３ｎｍ以上のカーボンナノチューブ１００本中に５０本以上の割合で、層
数が単層から５層であるカーボンナノチューブが含まれる。
【請求項１２】
さらに以下の条件を満たす請求項１１記載の液。
（５） カーボンナノチューブの比表面積が４００ｍ２／ｇ以上である。
【請求項１３】
分散剤を以下の割合で含有する請求項１１記載の液。
０．３＜分散剤の重量／カーボンナノチューブの重量＜１０ 
【請求項１４】
分散剤が、芳香族系イオン性界面活性剤および／または芳香族系非イオン性界面活性剤で
あることを特徴とする請求項１３記載の液。
【請求項１５】
請求項１１～１４のいずれかに記載の液を含む液を基材表面にコーティングすることを特
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徴とする透明導電性フィルムの製造方法。
【請求項１６】
請求項１～９のいずれか記載の透明導電性フィルム、または請求項１５記載の透明導電性
フィルムの製造方法により製造された透明導電性フィルムを基材から転写してなる導電性
部材。
【請求項１７】
請求項１～９のいずれか記載の透明導電性フィルム、または請求項１５記載の透明導電性
フィルムの製造方法により製造された透明導電性フィルムを基材から剥離してなる透明導
電性自立フィルム。
【請求項１８】
請求項１１～１４のいずれか記載の液を含む液を被塗布部材の少なくとも一部に塗布して
なるコーティング部材。
【請求項１９】
６０℃、９０％ＲＨの条件下において１０００時間の耐湿熱性試験後において表面抵抗値
変化率が０．５～１０である請求項１～９のいずれか記載の透明導電性フィルムまたは請
求項１５記載の方法により製造された導電性フィルム
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